
食物アレルギーに対する学校医等からの相談窓口
	【相談事項】

	【相談内容】


医療機関名（　　　　　　　　　　）氏名（　　　　　　　　　　　）
FAX番号（　　　　　　　　　　　　　※FAXでの質問の場合のみ）

＊　相談内容について、学校生活管理指導表（食物アレルギー疾患）小委員会　委員が回答を協議・検討しますので、回答まで2週間ほどお時間をいただくこともあります。予めご了承ください。

また、当相談窓口は、医療機関の食物アレルギー疾患対応を側面から「支援」するものであり、最終的な判断は、相談窓口のアドバイスなどを参考に 医療機関自身の責任で行うものでありますので、その点に留意してください。
FAX：099－254－8129　県医師会地域保健課行き


E-mail：isichiho@kagoshima.med.or.jp








